
（2017.1）

被 保 険 者 の

備 考 欄

㊞ 代理受領者

⑭ ㋐病院名

㋑病院の所在地

上 の ⑫ に 書 い た 期 間 中 に
医 療 機 関 を 受 診 し た 場 合

被

保

険

者

が

記

入

す

る

と

こ

ろ

年金受給の有無

⑬

⑩ ⑪
第三者行為
に よ っ て 負
傷したときは

その届出の有無

（電話番号）

日

日

Ｓ
・
Ｈ

月

⑰

⑯ ㋐

㋑
 ｢ある｣の場合、保険者番号・被保険者
番号・保険者名称

保険者番号

月 日

ましたか、または受けられますか
上の⑫に書いた期間の分の報酬（賃金）を受け

報酬支払を受けたとき、または受けられる
ときは、その報酬の額とその報酬支払の

⑨

番号 年 月

③

①

④

⑤ 被 保 険 者
資格を取得
し た 年 月 日

年

 いいえ

Ｇ 　Ｌ 担　　当常務理事 事 務 長 調 　査

回目）

注 意 事 項

被保険者証の記号番号に代えてマイナンバーにより申請する場合は、備考欄へ記載して
ください。
(マイナンバーを記載した場合は、個人番号確認、本人確認をするための添付書類が必要です。）

三菱マテリアル健康保険組合

から

まで

平成

平成

年 月 日

年 月 日

㋑
平成 月

月
円

事 業 所 の
名 称

事 業 所 名

被保険者名

□ ある

 ある □

□ ない

傷病手当金請求書(その１)

被保険者証の

　（第

保険者名称

⑮

基礎となった（なる）期間

⑫

日

⑦ 発 病 ま た は
負傷年月日

平成 年

㊞
日（ 歳）

⑥
被保険者の
業 務 内 容

（郵便番号） －

記号
②

被保険者の
現 住 所

Ｓ･Ｈ

で す か

□

□

はい

いいえ

□ ある □

⑧
傷 病 名

□

上記給付金の受領方を右の者に委任します。

平成 年

受付日付印

の分として
平成

年

から

まで

㋐

発病または負傷の療養
をするため休んだ期間

第三者の氏名と住所
（不明のときはその旨）

日間

第三者行為
に よ る 負 傷

印

□受けた □受けられる

□受けない □受けられない

年

住 所

ある場合その種類

被保険者番号

 ない

月 日

介護保険サービス利用の有無

⒈
 
提
出
時
に
は
（
そ
の
１
）（
そ
の
２
）
を
合
せ
て
提
出
願
い
ま
す
。
ま
た
請
求
書
の
紛
失
を
避
け
る
為
（
そ
の
２
）
に
あ
る
保
険
証
の
記
号
・
番
号
・
氏
名
等
は
必
ず
記
載
願
い
ま
す
。
 

⒉
 
⑨
に
は
具
体
的
に
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

３
 
②
⑤
の
欄
は
、
そ
れ
ぞ
れ
該
当
す
る
文
字
を
丸
で
囲
ん
で
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
⑩
⑪
、
⑬
の
㋐
、
⑮
、
⑯
の
㋐
は
、
そ
れ
ぞ
れ
該
当
す
る
ほ
う
に
✓
を
入
れ
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
⑬
の
㋐
は
、
請
求
書
 

 
 
を
提
出
す
る
と
き
現
在
ま
で
の
こ
と
を
「
受
け
た
」、
「
受
け
な
い
」
に
、
ま
た
将
来
の
こ
と
を
「
受
け
ら
れ
る
」、
「
受
け
ら
れ
な
い
」
に
わ
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ
該
当
す
る
ほ
う
に
✓
を
入
れ
て
く
だ
さ
い
。
 

⒋
 
資
格
喪
失
後
に
請
求
す
る
場
合
は
、
⑰
の
欄
余
白
部
分
に
被
保
険
者
振
込
口
座
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
 

⒌
 
個
人
情
報
の
取
扱
い
に
つ
い
て
 

 
 
こ
の
請
求
書
に
記
載
の
個
人
情
報
は
、
こ
の
給
付
金
の
支
払
業
務
に
関
し
て
利
用
し
ま
す
。
 

 
 
こ
の
請
求
・
支
払
手
続
き
は
、
事
業
主
を
経
由
し
て
請
求
し
、
給
付
金
が
支
払
わ
れ
る
こ
と
に
同
意
さ
れ
た
も
の
と
し
て
処
理
し
ま
す
。
 

氏名と生年月日

被 保 険 者 の

発 病 の 状 態

または負傷原因

及 び 現 在 の

状 況 を 詳 し く



⒒ 訂正したところには、各記載者の氏名のわきに押した印と同じ印（①から⑰までの訂正箇所には②の印、⑱から⑳までの訂正箇所には

⑳の印、㉑から㉜までの訂正箇所には㉜の印）を訂正印として押してください。
⒓ 印は、ハッキリと押し、印漏れのないようにしてください。

⒔ ⑫、⑬の㋑、⑱、⑲の㋐、㋑、㋓、㉖、㉗の期間の計算は、間違いなく計算してください。たとえば、6月13日から6月19日までは、7日
間となります。

（2017.1）

入院
療養費用の別

㉘

日

□ 月給

□ 日給

平成 年

年 月 日　から 平成 年

円）平成

平成

医 師 の 氏 名

療

養

を

担

当

し

た

医

師

が

意

見

を

書

く

と

こ

ろ

事

業

主

が

証

明

す

る

と

こ

ろ

労務に服さなかった期間

全額支給した場合
又は支給する場合

一部支給した場合
又は支給する場合

給 与 の 種 類

現 物 給 与

□

□

健保

自費

□

□

公費（

繰越

日（

日 支払

㉑

⑳

月

（電話番号）

㉛ 症状経過からみて従来の職種について労務不能と認められた医学的な所見

㉚

手術年月日

退院年月日

年 日月

年 月 日

上記の期間中における｢主たる症状及び経過｣｢治療内容､検査結果､療養指導｣等(詳しく)

月

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

□ 中止

□ 転医

□ 治癒

□

年 月 日 支払

日の（ ）日分として

年 月

（医師の注意事項）

）

その他

㋑

㋒

㋓

翌月その他

□
賃金計算

□

①

⑱

　被保険者証の
Ｓ･Ｈ 年 月

傷病手当金請求書(その２)

記号

番号

日

日当月 □

時間給

□

締 日

支払日

㉕

発病または
負傷の原因

年 月 日 支払

年 月 日
㉓

上記のとおり相違ないことを証明します。

平成
□

□

発病

負傷

㉜

年 月 日

 上記のとおり相違ありません。

㉗

㉙

㉔

㉖

年 月 日

月 日

平成

年

診 療 実 日 数

労 務 不 能 と
認 め た 期 間

療養の給付
開始年月日

日間

住 所
事業主

月 日

転 帰

平成 年 月

支給額

支給額 円（日額 円）平成

支給額 円（日額 円）平成

平成 年 月

㉒

患 者 氏 名

㊞

印

平成

事 業 主 の
注 意 事 項平成 年 月 日

平成 年

）日分として

歳）

日の（月

日間

②

平成

から

月 日 まで

⑲

支
払
う
報
酬
関
係

上
の
期
間
中
の
分
と
し
て

㋐

円（日額

平成 年

年 月 日　から

現 在 ま で に も 又
将来も支給しない

㋔

月 日　から

日の（ ）日分として

□ はい □ いいえ

 （電話番号）

医療機関の所在地
日

医 療 機 関 の 名 称

年平成

氏 名

傷 病 名

発 病 ま た は
負傷の年月日

まで

から 日間

日

診療日を○で
囲んでください

月

月

年 月 日 まで

から

平成 年 月

平成

うち入院期間
平成

⒍
 
⑲
の
「
全
額
支
給
」
ま
た
は
「
一
部
支
給
」
と
は
一
日
当
た
り
の
賃
金
の
全
部
ま
た
は
 

 
 
一
部
の
意
味
で
あ
る
こ
と
。
 

⒎
 
⑲
の
㋐
と
㋑
に
わ
た
る
と
き
は
、
両
欄
に
そ
れ
ぞ
れ
の
事
柄
を
記
載
し
て
く
だ
さ
 

 
 
い
。
 

⒏
 
⑲
の
㋒
、
㋔
の
欄
は
、
該
当
す
る
ほ
う
に
✓
を
入
れ
て
く
だ
さ
い
。
 

⒐
 
被
保
険
者
の
資
格
を
喪
失
し
た
後
の
期
間
に
か
か
る
請
求
で
あ
る
と
き
は
、
事
業
 

 
 
主
の
証
明
は
不
要
で
す
。
 

⒑
 
㉚
の
欄
は
な
る
べ
く
詳
し
く
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

 
 
結
核
性
の
疾
病
に
つ
い
て
は
、
検
啖
成
績
、
安
静
度
、
赤
沈
値
、
理
学
的
所
見
な
ど
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 （共

通
す
る
注
意
） 

 

被 保 険 者 の

氏名と生年 月日


